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　貸付金の特別償還（全部・一部繰上償還）や、償還期間の短縮、毎月・期末勤勉手当償還の割合の変
更を希望される方は、所属所の共済事務担当課に書類の提出をお願いします。所属所における提出期
限は、共済事務担当課へお問い合わせください。
　なお、住宅借入金等特別控除を受けている方で、特別償還または償還期間の変更により償還期間が
10年（120回）未満となった場合は「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」が発行されません
のでご注意ください。

　申請書を受理後、振込依頼書を送付
しますので、納入期限までに振込みを
お願いします。
提出書類：全部・一部繰上償還申請書

　住宅貸付や災害貸付を受けている方
は、6月・12月の年2回、償還額の増
額や、毎月償還から毎月・期末勤勉手
当併用償還への変更による償還期間の
短縮、毎月・期末勤勉手当併用償還の
割合の変更ができます。
提出書類： 住宅（災害）貸付金償還

期間等変更申出書

繰上償還

住宅・災害貸付金償還期間等変更

償還方法
受付 当組合

提出期限一部繰上償還 全部繰上償還

毎月償還 毎月
毎月

毎月5日
毎月・期末勤勉
手当併用償還

6月・12月
のみ

6月5日（木）

当組合提出期限：6月5日（木）

総務課福祉係　☎028-615-7805上記記事に関するお問い合わせは

（例1）毎月償還の額の変更 （例2）毎月償還から毎月・期末
勤勉手当併用償還への変更

解約金は、6月27日、7月30日
に送金します。
個人で臨時積立をする場合は、毎
月18日までに当組合へ着金する必
要があります。
18日に送金しても、当日着金とな
らない場合がありますので、余裕を
もっての振込みをお願いします。
　なお、振込手数料は、振込人がご
負担ください。
所属所における提出期限は、共済事
務担当課へお問い合わせください。

貯金払戻（解約）・臨時積立等
スケジュール
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:「貯金払戻（解約）請求書」共済提出期限 ：払戻送金日

：「貯金加入申込書及び印鑑届」
  「積立変更・中断・復活申込書」
  「臨時積立申込書」

：臨時積立振込期限

7月6月

共済提出期限

貸付金の特別償還・償還期間等の変更を受付けます
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